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事故調査における無償運送の自動運転サービスの取扱いについて

実証実験中であれば、有償無償問わず事故報告を求めている。
（実証実験中の事故発生時には、速報および詳報の2つの段階を経て、国土交通省技
術・環境政策課・国土交通省地方運輸局・自動運転車社会実装推進事務局に報告。）

事業用自動車と自家用有償運送については、道路運送法において事故報告制度が
設けられている。

運輸安全委員会による自動運転車に係る事故調査は、有償無償問わず対象範囲とす
べきではないか。

現行

自家用車を使用した無償の自動運転サービスを運輸安全委員会による事故
調査対象に含めるためには、無償を含む自動運転車の事故報告に関する規
定が必要ではないか。

自家用車を活用し、自治体等が支出して無償運行される移動サービスが存在してい
る。
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事業用自動車および自家用有償運送における自動車事故報告（道路運送法）

重大事故報告制度の概要（自動車事故報告規則）

速報

報告書提出

重大事故をひき起こした自動車運送事業者は、30日以内に報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
特に大きな事故については、24時間以内でできる限り速やかに事故の概要を運輸管理部長又は運輸支局長に速
報しなければならない。

重大事故をひき起こした
運送事業者

国土交通省
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実証実験中の事故報告

事故の報告概要・報告フロー 自動運転社会実装推進事業中の事故の場合の様式

概要

詳報

速報

事故発生日時
事故発生場所
地図等を用い、図示

運行事業者
事故概要
事故発生状況並びに負傷者の有無・状況

車両及び現場の写真

事故発生要因
措置、今後の対応
補助事業の計画変更有無
自動運転社会実装推進事業中の事故のみ

速報と変更なければ省略可
事故発生日時
事故発生場所
運行事業者
事故概要

事故発生の報告は2段階に分けて実施
速報（土休日を含む事故発生当日）
詳報（土休日を含む事故発生後3日間以内）

事故報告先
国土交通省物流自動車局技術・環境政策課
使用の本拠の位置を管轄する国土交通省の地方運輸
局等
自動運転社会実装推進事務局

報
告
フ
ロ
ー
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自治体が支出して無償運行される移動サービスの例の紹介

東京都大田区羽田

運行ルー
ト

実
証
実
験
概
要

長野県塩尻市

実証内容

天空橋駅～萩中公園
の市街地走行ルート

自動運転レベル4を目指した技術検証

塩尻駅周辺循環
core塩尻
→塩尻駅
→カインズ
→塩尻市役所
→core塩尻

信号機連携、遠隔監視及び管制システム実証を実施
性能要件としてはレベル4の車両をレベル2で走行

乗車人数

運行時間

便数

25名

午前9時30分〜午後3時15分まで
令和7年1月24日～2月23日

5便

23名（運転席を含む）

午前9時から午後4時まで
令和7年1月10日、14日～17日

6便

停留所数 10か所 4ヶ所

出所：「自動運転バス実証運行について」（東京都大田区HP）、「「自動運転」みんなで乗ってみようキャンペーン」（長野県塩尻市HP）

大田区HPより引用 塩尻市HPより引用

東京都大田区羽田、長野県塩尻市をはじめとして、自治体が支出して無償運行されている移動サービスが存在
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